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提
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Ｋ
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選
任
に
関
す
る
質
問
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す
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弁
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一
か
ら
三
ま
で
に
つ
い
て

放
送
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
日
本
放
送
協
会
の
会
長
は
、
経

営
委
員
会
が
任
命
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
手
続
の
在
り
方
も
含
め
、
経
営
委
員
会
に
お
い
て
適
切
に
判
断
さ
れ
る
も
の

と
考
え
て
い
る
。


